
 

 

第１０回議会運営委員会 
 

日 時 令和６年１月１９日（金）  

午前１０時から       

 場 所 第１委員会室        

付議事項 

１ 本会議等における報道関係者以外の傍聴人による写真撮影について 

 

２ 代表質問の廃止に係る申し合わせ事項の変更案について・・・資料１ 

 

３ モニター意見について 

令和５年１０月１６、１７日開催の意見交換会で聴取したモニターからの

意見 

１ 議会運営委員会での正式な議題として、議長任期を２年にすることに

問題はないのか。 

２ 意見を議会での議論に反映できるよう、公聴会をもっと活用すべきで

はないか。 

３ 制定した手話言語条例にのっとって、議会としての取組を検討すべき

である。 

 

４ 全員協議会の開催について 

  ２月５日（月）午前１０時 議運決定事項の報告 

 

５ その他 

 



資料１ 

申し合わせ事項新旧対照表 

改 正 後 改 正 前 

（発言の場所） 

71 議案の提案理由の説明、行政報告、委員長報告及び討

論は登壇して行い、質疑及び答弁は自席で、一般質問は

質問者席で行う。 

 

 

 

 

 

83 削除 

 

 

 

84 削除 

 

 

 

（発言の場所） 

71 代表質問における一括質問、議案の提案理由の説明、

行政報告、委員長報告及び討論は登壇して行い、質疑及

び答弁は自席で、代表質問における再質問及び一般質問

は質問者席で行う。ただし、代表質問における市長の総

括的答弁は登壇して行う。 

 

 

（代表質問） 

83 市長の施政方針に対し、会派を代表して、質問するこ

とができる。 

 

（代表質問者） 

84 代表質問を行う議員は、会派から１人とし、代表質問

者は当該定例会において一般質問は行わない。 

 

（代表質問の時期） 
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85 削除 

 

 

 

86 削除 

 

 

 

 

 

87 削除 

 

 

 

88 削除 

 

 

 

 

85 代表質問は、市長の施政方針演説が行われる定例会に

おいて、一般質問の前に行う。 

 

（代表質問の通告） 

86 代表質問を行おうとする者は、施政方針演説の翌日の

正午までに代表質問通告書を提出し、具体的な質問内容

は、代表質問趣旨書に記載して、通告書提出期限の翌日

の午後４時までに提出する。 

 

（代表質問の順序） 

87 代表質問の順序は、代表質問通告書提出時に抽選を行

い、その数字の若番からとする。 

 

（代表質問の発言時間） 

88 代表質問の発言時間は、６０分（執行部の答弁時間を

含む。）とする。また、次の代表質問を行う者まで、原則

として１０分以上の休憩を挟むものとする。 

 

（代表質問の質問方法） 



資料１ 

89 削除 

 

 

 

90 削除 

 

 

 

（質問一覧表の作成及び配布） 

92 一般質問をする議員名、順序、質問要旨を記載した一

覧表を作成し、執行部及び議席に配布する。 

 

 

（会議録署名議員） 

97 会議録署名議員は、初議会から五十音順により本会議

ごとに２名を順次指名する。ただし、一般質問又は委員

長報告等を行う議員がその日の会議録署名議員と重なる

ときは、次の本会議において指名する。また、副議長は

指名しない。 

89 代表質問は、最初に一括質問・一括答弁で、再質問は

一問一答で行う。 

 

（代表質問の答弁者） 

90 代表質問の一括答弁は、最初に市長の総括的答弁を行

い、その後必要に応じて参与が行う。 

 

 

（質問一覧表の作成及び配布） 

92 一般質問及び代表質問をする議員名、順序、質問要旨

を記載した一覧表を作成し、執行部及び議席に配布する。 

 

 

（会議録署名議員） 

97 会議録署名議員は、初議会から五十音順により本会議

ごとに２名を順次指名する。ただし、一般質問、代表質

問又は委員長報告等を行う議員がその日の会議録署名議

員と重なるときは、次の本会議において指名する。また、

副議長は指名しない。 


